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 会議議事録  

 

（１）会議の名称、開催日時等 

件 名 令和６年度 第１回 美瑛町社会教育委員会議兼公民館運営審議会議兼生涯学習推進委員会議 

日 時 令和６年４月２４日（水） 午後６時 ～ 午後７時３０分 

場 所 美瑛町町民センター ２階 第３・第４会議室 

出席者 

委 員 荒川美奈子、笠原裕介、宇野佳子、三野雅司、佐藤憲明、岡崎一佳 

教育長 鈴木貴久 

事務局 課長 才川健一、参事 松本光昭、参事 長野克哉、課長補佐 佐藤大 

文化振興係長 山口祐弥、スポーツ振興係長 安藤拓也 

郷土学館業務係長 荒明慎久、主査 原子雅史 

傍 聴 可能   傍聴者数：なし 

問合先 美瑛町文化スポーツ課 担当：山口・安藤   電話：０１６６-９２-４１４１ 

 

（２）議事 

議  題 

１ 開会 

２ 町民憲章朗唱 

３ 委嘱状交付 

４ 教育長あいさつ 

５ 委員及び職員紹介 

６ 委員長・副委員長選任 

７ 委員長・副委員長あいさつ 

８ 議題 

（１）令和５年度 事業報告について 

（２）令和６年度 事業計画について 

（３）出会いふれあい祭りについて 

（４）その他 

９ 閉会 

議事内容 

 

事務局 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

事務局 

 

 

１ 開会 

定刻になりましたので、令和６年度第１回社会教育委委員会議兼公民館運営審議会議兼生涯学

習推進委員会議を開会します。なお、本会議には、佐藤雅輝委員、天野潤也委員、河村将寿委

員、髙橋良彦委員から欠席の連絡を受けております。 

 

２ 町民憲章朗唱 

はじめに、町民憲章の朗唱を行います。 

町民憲章朗唱 

 

３ 委嘱状交付 

続きまして、鈴木教育長より委嘱状の交付を行います。お名前を読み上げますので、その場で

ご起立ください。 

鈴木教育長より出席委員６名に委嘱状交付 
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事務局 

 

鈴木教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

事務局 

 

 

 

事務局 

 

 

宇野委員 

 

事務局 

 

 

 

 

事務局 

４ 教育長あいさつ 

続きまして、鈴木教育長よりご挨拶申し上げます。 

 

皆様、改めましてこんばんは。会の開催にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。皆様方に

おかれましては、年度替わりで大変忙しい中、令和６年度の社会教育委員会議の他、２つの会

議にご出席いただきまして、大変ありがとうございます。また、日頃より本町の生涯教育に関

する社会教育行政に対しまして深いご理解をいただいて、感謝申し上げます。今年度は改選の

年ということで、２年を任期とする委嘱状をただ今皆さんにお渡ししました。引き続きお願い

する方、また新たに活動する方もいらっしゃると思いますけど、委員としての活動をよろしく

お願いします。今、社会教育に求められる役割というのは、文化、芸術、スポーツに関する事

業を実施する事はもちろんなんですけれども、事業に対する皆さんの声を聞いて、地域の学習

資源や人材育成、それから既存活動の充実、事業の継続、また新たな人材育成の発掘でありま

すとか、事業を作っていくことに精を出していく事も重要なことであります。また、今後も求

められることかなと推察しております。町民の皆様が必要とする事業ニーズにお応えするため

にも、素晴らしいアイディアを出し合って様々な事業活動に努力してまいりたいと思っており

ますので、委員の皆様にはより深い社会教育活動の実践がされるよう、よろしくお願いいたし

ます。この後、この会議においては、委員長・副委員長の選任、それから議題として前年度の

事業報告、それから今年度の事業計画等の審議となっています。忌憚のないご意見を頂けます

よう、お願いいたします。結びになりますけれど、本日お集りの皆様方の今後益々のご健勝と

御活躍をお祈り、ご祈念申し上げまして、簡単ではありますけれど私からのご挨拶とさせてい

ただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

なお、鈴木教育長は、ここで退席させていただきます。 

 

５ 委員及び職員紹介 

続きまして、委員及び職員の紹介を行います。荒川委員より順番にお願いします。 

荒川委員から事務局職員まで順番に自己紹介 

 

６ 委員長・副委員長選任 

続きまして、委員長・副委員長の選任を行います。選出方法について、何かご意見はございま

すか。 

 

事務局に一任します。 

 

事務局一任のご提案をいただきましたので、事務局にて提案させていただきます。委員長にス

ポーツ協会推薦の三野雅司委員、副委員長に公募の佐藤憲明委員にお願いしたいと思います。

それでは、三野委員長、佐藤副委員長のお二人は前の席にご移動ください。 

 

７ 委員長・副委員長あいさつ 

それでは、三野委員長、佐藤副委員長、一言お願いします。 
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三野委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤副委員

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

三野委員長 

 

 

 

 

三野委員長 

 

 

 

 

改めまして、お疲れ様です。委員の名簿はお手元にあると思います。新しい６名の新人さんを

お迎えしてという事で初めての方もいらっしゃるかと思いますが、社会教育委員というのは全

国にあります。上川管内２３市町村にも社会教育委員がいらっしゃいます。美瑛町は１０名で

構成しており、２年間の任期という事になりますが、主にこれからお話があると思いますが、

文化スポーツ課の年間行事に関しての意見、それから５年に１度、中期計画というのを作りま

す。新人の方のお手元に前回作った社会教育の中期計画があると思いますが、それを来年度作

るという事になります。５年ごとに携わった各委員のご意見を頂戴しながら、それに基づいて

これからお話しする文化スポーツ課の前期の事業とか後期の事業とかが、それにあたります。

うちの町は結構事業が多いので、いろいろなことの意見が短時間で終わらないとは思うんです

が、できるだけ短時間で終われるように皆様方のご意見をいただきながら進めてまいりたいと

思います。よろしくお願いを申し上げます。 

 

今、委員長からお話のあった第１０次の中期計画の中で、これは令和７年度までの物なんです

が、ほぼ最終年の方になりますので、改めてここの基本的な考え方についてお話します。当時

話題になった「超スマート社会」というのがありまして、これはどういうことかというのがあ

りまして、ここで３行ばかり私、読み上げてみます。必要なモノ、サービスを必要な人へ必要

な時に必要なだけ提供し、社会の様々なニーズへ行きわたる細やかな対応をし、あらゆる人が

質の高いサービスを受け、年齢、性別、それから地域、言語といった違いを乗り越えて快適に

暮らすことのできる社会を目指します。まさにこれが美瑛町の社会教育における原点だと思い

ますので、ぜひこれからは出会いふれあい祭り。これなんかはお子様から大人まで出て、何か

のきっかけで皆さん覚えて、それぞれ大人も子どもも成長していくというのが非常に重要な事

だと思います。で、さきほど三野委員長が言ったように、すごく幅が広いんですね。いろいろ

な分野です。ですから、ちょっとそれを原点として考えてこれからいろいろな意見を出し合っ

て、改革するところは改革する、で提案するところはこうやったらいいんじゃないか、とかそ

ういう事で臨んでいきたいと思いますので。頑張っていきましょう。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。それでは、今後の議事につきましては、三野委員長に進行をお願い

いたします。 

 

８ 議題 

それでは、次第にそって議題を進めていきます。まず、（１）令和５年度事業報告について、

事務局から説明願います。 

 

（１）令和５年度事業報告について、事務局より説明 

 

令和５年度の事業報告について、説明してもらったんですけど、これについて何か聞いてみた

いこと、意見等有りましたらお願いします。ここに書いていない事でも構いません。社会教育

というのは赤ちゃんが生まれてから亡くなるまで、すごく年数が長いです。このようにいっぱ

い加盟団体や町民さんがいろんな面で携わっておられます。うちの町はこうやって動いていま

すよっていう形の中の事業報告になります。だんだんわかってくるかもしれませんが、入って
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岡崎委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三野委員長 

 

荒川委員 

 

 

 

三野委員長 

 

 

 

 

三野委員長 

 

 

 

事務局 

 

三野委員長 

 

 

事務局 

 

 

三野委員長 

 

すぐはわかりづらいかもしれませんが、ちょっと聞いてみたいとか私ならこういう方がいいか

なとか、もし意見がありましたらお聞きしたいと思いますが、いかがですか。なんでもいいん

ですよ。事務局でわかる範囲で答えてくれると思いますが。どうですか。 

 

事業報告を見ていて、たくさんうちの子たちが参加させてもらったものがあるなぁと思ってい

て、本当にどれも楽しんでいて、北見のネイパルに行ったキャンプが先程おっしゃっていた消

防の防火クラブのキャンプと日程がかぶっていて、参加人数が少なかったというのがあって、

まさにうちの子が消防の方に参加してまして、この北見のキャンプにすごく参加したかったけ

ど、参加できなくて残念だったと言っていたので、そこを調整してもらえたら、もうちょっと

参加人数が増えるなぁと思って、そういう意見を持ってきたんですが、令和６年度はそういう

風にすると説明があったので、町の色々な行事とか、他の団体さんとの兼ね合いもあるとは思

うんですけど、ちょっと日程調整していただけたら、もっと参加人数が増えて楽しめるなぁと

思って、嬉しいと思ってさっき聞いていたんです。だから、意見というよりも、そういう風に

改善していただけて、ありがたいなと感じていました。 

 

他にいかがでしょうか。 

 

まず本当にいろいろなバラエティに富んだ活動を行っているんだなぁということで、たくさん

の子ども達を含め、たくさんの人たちが参加しているんだと思って、広めるっていうことを丁

寧に行っているんだなぁと感じました。 

 

あといいですか。もしなければ、時間もあるので次に進んでよろしいでしょうか。では（２）

令和６年度の事業計画について、事務局から説明をお願いします。 

 

（２）令和６年度の事業計画について、事務局より説明 

 

今、説明のあった令和６年度の事業計画について、何か聞いてみたいなというのがあれば、ご

意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。先に私からいいですか。スポーツセン

ターの電気を取り換えるＬＥＤ化は今年やるんじゃないのかい。 

 

今年はやらないという事になりました。 

 

やらないの。やるなら足場を組むだろうから、その期間、いろんな事業にしてもスポセンが使

えなくなると思ったんだけど、やらないんですか。球が切れたらどうしますか。 

 

球が無くなるまでは、あるものを使う。令和６年度は球が切れているものがないという状況に

なっております。 

 

社会教育委員に任命されたので、担当職員がいる・いないに関わらず各施設に行っても構わな

いですし、行事に行っても構いませんし、意見を出していただいても構わない。そして前回の
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岡崎委員 

 

事務局 

 

 

 

 

三野委員長 

 

 

 

 

 

三野委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

三野委員長 

 

 

 

社会教育委員会議でも言ったんですが、今回の会議から傍聴を認めるということになりました

んで、そこに傍聴席があります。今日は結局一人も来なかったのかな。その席は町民の方が来

てこの会議の様子を見てもらうという事です。委員の皆様は初めてでわかりづらいとは思うん

ですが、２年任期なんで、一言でもいいので意見を頂いた中で、こうしたほうがいいよ、ああ

したほうがいいよ、まだわかんないとは思うんですが、ありましたら言ってください。 

 

町民マラソンの日付が、７月から１０月に変更になったのはどうしてなんですか。 

 

事務局の体制が整わないというのが要因でして、７月のその時期だとヘルシーマラソンのすぐ

後で、ヘルシーマラソンをやってそのすぐ後っていうのは厳しいという話で、事務局の準備が

ヘルシーマラソンと並行してやらないとならないので、今年度は１０月にしていただけないか

ということでスポーツ協会の方にお願いしています。 

 

他になければ、よろしいですか。後からわからないよっていう事であれば、担当者がいますの

で、聞いてもらえれば皆さんわかると思いますので、では最後、（３）の出会いふれあい祭り

について、事務局お願いします。 

 

（３）出会いふれあい祭りについて、事務局より説明 

 

町民センターを会場に今年は９月１日が開催日で実行委員会形式をとるので、社会福祉協議会

と社会教育委員長と少年団育成連の３輪番で回ります。今年は社会福祉協議会の会長が頭にな

ります。で、来年は私が実行委員長になって、その次に少年団がなります。もちろん強制では

ないけれどできれば、前日準備や催事の当日、時間があればぜひ来てほしいという事になりま

す。全体を通していかがでしょうか。わかりづらい所とか、何かありましたら、聞いてみたい

ところとかお受けします。この次の社会教育委員会議は年明けになります。出ふれの会議は 7

月上旬ということで、近くなりましたら、実行委員の方に案内が行くと思います。（４）その

他について、何ありませんか。なさそうなので、終わりにしましょう。 

 

それでは、以上をもちまして、令和６年度第１回社会教育委委員会議兼公民館運営審議会議兼

生涯学習推進委員会議を閉会します。 

 

以上 

 


